
改定日
(適用日)

名称 該当箇所 内容

第5条 第5条（本サービスの利用条件） 第5条（本サービスの利用条件）

第14条 第14条（利用の申込） 第14条（利用の申込）

第24条 第24条（当社が行う利用契約の解除） 第24条（当社が行う利用契約の解除）

利用規約　新旧対照表

現行利用規約 改定後利用規約

2021/9/2 AIR Internet
Service
MDM利用規約

・利用対象契約を追
加します。本サービスの利用条件は、次の各号のとおりとします。

（1）契約者が当社の提供するALL in OnメールLiteサービス、ALL in Oneメール Pro/ALL
in Oneメール Gatewayサービス（以下、「ALL in Oneメール」という）の利用の契約をし
ていること。
（2）<省略>
（3）被管理端末の登録台数が、当社が提供するALL in Oneメールの契約アカウント数ま
でであること。
（4）<省略>
（5）<省略>

本サービスの利用条件は、次の各号のとおりとします。
（1）契約者が当社の提供するALL in OnメールLiteサービス、ALL in Oneメール Pro/ALL
in Oneメール Gatewayサービス（以下、「ALL in Oneメール」という）もしくはエンドポ
イント セキュリティサービスのAndroidモバイル端末/iOSモバイル端末の利用の契約をし
ていること。
（2）<現行どおり>
（3）被管理端末の登録台数が、当社が提供するALL in Oneメールの契約アカウント数も
しくはエンドポイント セキュリティサービスのAndroidモバイル端末/iOSモバイル端末の
契約ライセンス数の多い方までであること。
（4）<現行どおり>
（5）<現行どおり>

・利用対象契約追加
に伴う修正です。１．<省略>

２．本サービスの利用申込をすることができるのは、法人その他の団体でありALL in One
メールの契約者に限るものとし、当社は、当該申込者がALL in Oneメールの契約者でない
場合には申込の承諾をしないものとします。
３．<省略>

１．<現行どおり>
２．本サービスの利用申込をすることができるのは、法人その他の団体でありALL in One
メールもしくはエンドポイント セキュリティサービスのAndroidモバイル端末/iOSモバイ
ル端末の契約者に限るものとし、当社は、当該申込者がALL in Oneメールもしくはエンド
ポイント セキュリティサービスのAndroidモバイル端末/iOSモバイル端末の契約者でない
場合には申込の承諾をしないものとします。
３．<現行どおり>

・利用対象契約追加
に伴う修正です。当社は、契約者が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、事前の通知又は催告

をすることなく利用契約を解除することができるものとします。
（1）～（6）<省略>
（7）第5条第1号に定めるALL in One メールの利用の契約への解約がなされたとき。
（8）<省略>

当社は、契約者が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、事前の通知又は催告
をすることなく利用契約を解除することができるものとします。
（1）～（6）<現行どおり>
（7）第5条第1号に定めるALL in One メールもしくはエンドポイント セキュリティサー
ビスのAndroidモバイル端末/iOSモバイル端末の利用の契約への解約がなされ、いずれの
契約もなくなったとき。
（8）<現行どおり>


